
 

議案第１１５号 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

及びさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例及び

さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

及びさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例 

 （さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第１条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童対象性暴力等の防止） 
第４７条 指定児童発達支援事業者は、法第２１条

の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴

力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者に

よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項

に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条

において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力 
等が行われた場合に障害児を適切に保護するため、

児童等対象業務従事者（障害児と接する業務に従 
事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ 

 
第４７条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

る環境の下で当該障害児に接するものをいう。） 
に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定す 
る犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を 
講じなければならない。 

 
（準用） 

 
 
 
 
 

（準用） 
第５９条 第５条、第８条及び第４節（第１２条、

第２４条第１項及び第４項、第２５条、第２６条

第１項、第３２条、第３４条、第４７条並びに第

５２条第２項を除く。）の規定は、基準該当児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第５９条において準用する第３８条」と、第１

６条中「第５０条第１項」とあるのは「第５９条

において準用する第５０条第１項」と、第１７条

中「第３８条第６号及び第５２条第２項」とある

のは「第５９条において準用する第３８条第６号

」と、第２３条第２項中「次条第１項から第３項

まで」とあるのは「第５９条において準用する次

条第２項及び第３項」と、第２４条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第

１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第

３項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」

とあるのは「第５９条において準用する第２４条

第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第５９条において準用する次条第１項

」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号

」とあるのは「第５９条において準用する第５５

条第２項第２号」と、第２９条中「前条」とある

のは「第５９条において準用する前条」と、同条

第１号中「次条」とあるのは「第５９条において

準用する次条」と、第３８条中「第４４条」とあ 
るのは「第５９条において準用する第４４条」と、

第４４条中「前条」とあるのは「第５９条におい 
て準用する前条」と、第５５条第２項第１号中「 
第２２条第１項」とあるのは「第５９条において 
準用する第２２条第１項」と、同項第３号中「第 
３６条」とあるのは「第５９条において準用する 
第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」 
とあるのは「第５９条において準用する第４５条 
第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と 
あるのは「第５９条において準用する第５１条第 
２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ 
るのは「第５９条において準用する第５３条第２ 
項」と読み替えるものとする。 

 
（準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第５１

条まで、第５２条第１項及び第５３条から第５５

条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事

業について準用する。この場合において、第１３

第５９条 第５条、第８条及び第４節（第１２条、

第２４条第１項及び第４項、第２５条、第２６条

第１項、第３２条、第３４条並びに第５２条第２

項を除く。）の規定は、基準該当児童発達支援の

事業について準用する。この場合において、第１

３条第１項中「第３８条」とあるのは「第５９条

において準用する第３８条」と、第１６条中「第

５０条第１項」とあるのは「第５９条において準

用する第５０条第１項」と、第１７条中「第３８

条第６号及び第５２条第２項」とあるのは「第５

９条において準用する第３８条第６号」と、第２

３条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあ

るのは「第５９条において準用する次条第２項及

び第３項」と、第２４条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第５項中「第１項から第

３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは 
「第５９条において準用する第２４条第２項」と、

第２７条第１項中「次条第１項」とあるのは「第 
５９条において準用する次条第１項」と、第２８ 
条第１項中「第５５条第２項第２号」とあるのは 
「第５９条において準用する第５５条第２項第２ 
号」と、第２９条中「前条」とあるのは「第５９ 
条において準用する前条」と、同条第１号中「次 
条」とあるのは「第５９条において準用する次条 
」と、第３８条中「第４４条」とあるのは「第５ 
９条において準用する第４４条」と、第４４条中 
「前条」とあるのは「第５９条において準用する 
前条」と、第５５条第２項第１号中「第２２条第 
１項」とあるのは「第５９条において準用する第 
２２条第１項」と、同項第３号中「第３６条」と 
あるのは「第５９条において準用する第３６条」 
と、同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは 
「第５９条において準用する第４５条第２項」と、

同項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第 
５９条において準用する第５１条第２項」と、同 
項第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第５ 
９条において準用する第５３条第２項」と読み替 
えるものとする。 

 
（準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条から第５１条まで、第５２条第

１項及び第５３条から第５５条までの規定は、指 
 定放課後等デイサービスの事業について準用する。



 

条第１項中「第３８条」とあるのは「第７８条に

おいて準用する第３８条」と、第１６条中「第５

０条第１項」とあるのは「第７８条において準用

する第５０条第１項」と、第１７条中「第３８条

第６号及び第５２条第２項」とあるのは「第７８

条において準用する第３８条第６号」と、第２３

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第７７条

第１項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項

」とあるのは「第７７条第２項」と、第２７条第

１項中「次条第１項に規定する児童発達支援計画

」とあるのは「第７８条において読み替えて準用

する次条第１項に規定する放課後等デイサービス

計画」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第

２号において「児童発達支援計画」という」とあ

るのは「第７８条において準用する第５５条第２

項第２号において「放課後等デイサービス計画」

という」と、同条第２項、第４項から第８項まで

及び第１０項中「児童発達支援計画」とあるのは

「放課後等デイサービス計画」と、第２９条中「

前条」とあるのは「第７８条において準用する前

条」と、同条第１号中「次条」とあるのは「第７

８条において準用する次条」と、第４４条中「前

条」とあるのは「第７８条において準用する前条

」と、第５５条第２項第１号中「第２２条第１項

」とあるのは「第７８条において準用する第２２

条第１項」と、同項第２号中「児童発達支援計画

」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、

同項第３号中「第３６条」とあるのは「第７８条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第７８条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第７８条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第７８条において準用

する第５３条第２項」と読み替えるものとする。 
 
 
（準用） 

第７８条の２ 第８条、第９条、第１３条から第２ 
 ３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

 第３５条から第５１条まで、第５２条第１項、第

５３条から第５５条の４まで、第７２条及び第７

７条の規定は、共生型放課後等デイサービス（放 
 課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。

 ）の事業について準用する。 

 この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第７８条において準用する第３８

条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあるの

は「第７８条において準用する第５０条第１項」

と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２条第

２項」とあるのは「第７８条において準用する第

３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２６条

第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第７７

条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７８

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する放課後等デイサービス計画」と、第２８条第

１項中「第５５条第２項第２号において「児童発

達支援計画」という」とあるのは「第７８条にお

いて準用する第５５条第２項第２号において「放

課後等デイサービス計画」という」と、同条第２

項、第４項から第８項まで及び第１０項中「児童

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービ

ス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「第

７８条において準用する前条」と、同条第１号中

「次条」とあるのは「第７８条において準用する

次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「第７

８条において準用する前条」と、第５５条第２項

第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第７８

条において準用する第２２条第１項」と、同項第

２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後

等デイサービス計画」と、同項第３号中「第３６

条」とあるのは「第７８条において準用する第３

６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあ

るのは「第７８条において準用する第４５条第２

項」と、同項第５号中「第５１条第２項」とある

のは「第７８条において準用する第５１条第２項

」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあるの

は「第７８条において準用する第５３条第２項」

と読み替えるものとする。 
 

（準用） 
第７８条の２ 第８条、第９条、第１３条から第２ 
 ３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

 第３５条から第４６条まで、第４８条から第５１

条まで、第５２条第１項、第５３条から第５５条

の４まで、第７２条及び第７７条の規定は、共生

型放課後等デイサービス（放課後等デイサービス

に係る共生型通所支援をいう。）の事業について

準用する。 
 

（準用） 
 

（準用） 
第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第６項及び第７項を除

く。）、第２７条の２、第２８条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３

第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第６項及び第７項を除

く。）、第２７条の２、第２８条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３



 

９条、第３９条の２、第４１条の２、第４１条の

３第１項、第４２条から第５１条まで、第５２条

第１項及び第５３条から第５５条までの規定は、

指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用

する。この場合において、第１３条第１項中「第

３８条」とあるのは「第８１条の８」と、第１７

条中「いう。第３８条第６号及び第５２条第２項

において同じ。」とあるのは「いう。」と、第２

３条第２項中「次条」とあるのは「第８１条の７

」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」とあ

るのは「第８１条の７第２項」と、第２７条第１

項、第２８条及び第５５条第２項第２号中「児童

発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達

支援計画」と、第２８条第４項中「第２７条第４

項に規定する領域との関連性及びインクルージョ

ンの観点を踏まえた」とあるのは「第２７条第４

項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第

４９条第１項中「行わなければならない」とある

のは「行うよう努めなければならない」と読み替

えるものとする。 
 

（準用） 

９条、第３９条の２、第４１条の２、第４１条の

３第１項、第４２条から第４６条まで、第４８条

から第５１条まで、第５２条第１項及び第５３条

から第５５条までの規定は、指定居宅訪問型児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第８１条の８」と、第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５２条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第２３条第２項中「次条

」とあるのは「第８１条の７」と、第２６条第２

項中「第２４条第２項」とあるのは「第８１条の

７第２項」と、第２７条第１項、第２８条及び第

５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第２

８条第４項中「第２７条第４項に規定する領域と

の関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた

」とあるのは「第２７条第４項に規定する領域と

の関連性を踏まえた」と、第４９条第１項中「行

わなければならない」とあるのは「行うよう努め

なければならない」と読み替えるものとする。 
 

（準用） 
第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項を除く。）、第２７

条の３から第３１条まで、第３３条、第３５条か

ら第３７条まで、第３９条、第３９条の２、第４

１条の２、第４１条の３第１項、第４２条、第４

４条から第５１条まで、第５２条第１項、第５３

条から第５５条まで及び第８１条の６から第８１

条の８までの規定は、指定保育所等訪問支援の事

業について準用する。この場合において、第１３

条第１項中「第３８条」とあるのは「第８９条に

おいて準用する第８１条の８」と、第１６条中「

第５０条第１項」とあるのは「第８９条において 
 準用する第５０条第１項」と、第１７条中「いう。

 第３８条第６号及び第５２条第２項において同じ。

 」とあるのは「いう。」と、第２３条第２項中「

次条」とあるのは「第８９条において準用する第

８１条の７」と、第２６条第２項中「第２４条第

２項」とあるのは「第８９条において準用する第

８１条の７第２項」と、第２７条第１項中「次条

第１項に規定する児童発達支援計画」とあるのは

「第８９条において読み替えて準用する次条第１

項に規定する保育所等訪問支援計画」と、同条第

６項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所

の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問

支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問

先施設」という。）による評価（以下「訪問先施

設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中

「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項を除く。）、第２７

条の３から第３１条まで、第３３条、第３５条か

ら第３７条まで、第３９条、第３９条の２、第４

１条の２、第４１条の３第１項、第４２条、第４

４条から第４６条まで、第４８条から第５１条ま

で、第５２条第１項、第５３条から第５５条まで 
 及び第８１条の６から第８１条の８までの規定は、

 指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第８９条において準用する第８１

条の８」と、第１６条中「第５０条第１項」とあ

るのは「第８９条において準用する第５０条第１

項」と、第１７条中「いう。第３８条第６号及び

第５２条第２項において同じ。」とあるのは「い

う。」と、第２３条第２項中「次条」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の７」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の７第２項

」と、第２７条第１項中「次条第１項に規定する

児童発達支援計画」とあるのは「第８９条におい

て読み替えて準用する次条第１項に規定する保育

所等訪問支援計画」と、同条第６項中「を受けて

」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当

該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当た

って訪問する施設（以下「訪問先施設」という。

）による評価（以下「訪問先施設評価」という。

）を受けて」と、同項第５号中「障害児及びその



 

びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第

７項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「

自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、

「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先

施設に示す」と、第２８条第１項中「第５５条第

２項第２号において「児童発達支援計画」という

」とあるのは「第８９条において準用する第５５

条第２項第２号において「保育所等訪問支援計画

」という」と、同条第２項、第４項から第８項ま

で及び第１０項中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と、同条第４項中「

第２７条第４項に規定する領域との関連性及びイ

ンクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「

インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第

５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該

障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第２９

条中「前条」とあるのは「第８９条において準用

する前条」と、同条第１号中「次条」とあるのは

「第８９条において準用する次条」と、第４４条

第１項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療

機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第

４９条第１項中「行わなければならない」とある

のは「行うよう努めなければならない」と、第５

５条第２項第１号中「第２２条第１項」とあるの

は「第８９条において準用する第２２条第１項」

と、同項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と、同項第３号中「

第３６条」とあるのは「第８９条において準用す

る第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項

」とあるのは「第８９条において準用する第４５

条第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」

とあるのは「第８９条において準用する第５１条

第２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」と

あるのは「第８９条において準用する第５３条第

２項」と読み替えるものとする。 
 

保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並び

に当該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評価

及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者

評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」

とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、

第２８条第１項中「第５５条第２項第２号におい

て「児童発達支援計画」という」とあるのは「第

８９条において準用する第５５条第２項第２号に

おいて「保育所等訪問支援計画」という」と、同

条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、同条第４項中「第２７条第４項に

規定する領域との関連性及びインクルージョンの

観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョン

の観点を踏まえた」と、同条第５項中「担当者等

」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問

先施設の担当者等」と、第２９条中「前条」とあ

るのは「第８９条において準用する前条」と、同

条第１号中「次条」とあるのは「第８９条におい

て準用する次条」と、第４４条第１項中「従業者

の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第４９条第１項中「

行わなければならない」とあるのは「行うよう努

めなければならない」と、第５５条第２項第１号

中「第２２条第１項」とあるのは「第８９条にお

いて準用する第２２条第１項」と、同項第２号中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、同項第３号中「第３６条」とある

のは「第８９条において準用する第３６条」と、

同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは「第

８９条において準用する第４５条第２項」と、同

項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第８

９条において準用する第５１条第２項」と、同項

第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第８９

条において準用する第５３条第２項」と読み替え

るものとする。 
  

（さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第２条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 



 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童対象性暴力等の防止）  
第４４条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、

法第２４条の１１第４項において準用する法第２

１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象

性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業

者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第

２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童対象性

暴力等が行われた場合に障害児を適切に保護する

ため、児童等対象業務従事者（障害児と接する業

務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖

性のある環境の下で当該障害児に接するものをい

う。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に

規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な

措置を講じなければならない。 

 
第４４条 削除 

  

附 則 

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。 
 


